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9.2 道路網計画 

 
図 9.2 道路網計画の施策の体系図 

主に道路整備施策であり、拠点内主要駅や空港等の拠点

施設へのアクセス性の向上に資する施策を含む。 
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9.2.1 個別施策イメージ 

  

2.都市計画道路網の整備 
施策体系 ・ 拠点間連携軸の強化 

想定される 

効果 

・ 歩行者・自転車空間の確保 

・ 公共交通等の定時性確保 

■市町名 各市町 

■事業年度（計画） 中長期 

■事業主体 全市町の各道路管理者 

■具体的内容 

・ 都市計画道路網の見直しにより存続と判断された街路について、計画的に整備を推進する。 

・ 街路整備にあたり、自動車・バスの走行性の向上を図るだけでなく、自歩道整備により、徒歩・自転車利

用の促進を図り、賑わいの創出を図る。 
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9.拠点内主要駅への 

   アクセス街路整備 

施策体系 ・ 拠点（交通結節点）へのアクセス性向上 

想定される 

効果 

・ 拠点の賑わい向上 

・ 公共交通（鉄道）の利用促進 

■市町名 
高松市・坂出市・丸亀市・さぬき市・東かがわ市・善通寺市・観音寺市・ 

三豊市・三木町・宇多津町・多度津町 

■事業年度（計画） 中長期 

■事業主体 
高松市・坂出市・丸亀市・さぬき市・東かがわ市・善通寺市・観音寺市・ 

三豊市・三木町・宇多津町・多度津町の地域拠点内各道路管理者 

■具体的内容 

・ 拠点内主要駅へのアクセス向上、拠点内のシンボリックな軸として、都市計画道路の整備を推進する。 

・ 街路整備にあたり、自動車・バスの走行性の向上を図るだけでなく、自歩道整備により、徒歩・自転車利

用の促進を図り、賑わいの創出を図る。 
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10.空港への 

アクセス性の向上 

施策体系 ・ 拠点（交通結節点）へのアクセス性向上 

想定される 

効果 

・ 空港へのアクセス性の向上 

・ 高松市の中心業務地の通過交通の排除 

■市町名 高松市 

■事業年度（計画） 中長期 

■事業主体 道路管理者（県） 

■具体的内容 

・ 高速交通体系の整備効果を生かし、高松西 IC から高松空港へのアクセス機能を強化するとともに、高松

市の中心業務地における通過交通を排除し、都市内交通の円滑化を図るための重要な道路 
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13.歩道整備 
施策体系 

・ 拠点（交通結節点）へのアクセス性向上 

・ 拠点内周遊環境向上 

想定される 

効果 
・ 歩行者の増加によるにぎわいの創出 

■市町名 
高松市・坂出市・丸亀市・さぬき市・東かがわ市・善通寺市・観音寺市・ 

三豊市・三木町・宇多津町・多度津町 

■事業年度（計画） 中長期 

■事業主体 

高松市・坂出市・丸亀市・さぬき市・東かがわ市・善通寺市・観音寺市・ 

三豊市・三木町・宇多津町・多度津町の広域・地域拠点該当市町・交通事

業者 

■具体的内容 

・ 高齢者、身体障碍者等、全ての人が安全で安心して利用できるバリアフリーな道路空間を整備 

・ 視覚障碍者のための誘導ブロックの設置、車椅子同士でもすれ違うことができる歩道幅員の確保、電柱等

の地中化、歩道と車道の段差解消等 

 

 

 

 

■バス停における歩道の改良 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：出典：高松市総合都市交通計画（H22.11） 
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14.自転車専用道・ 

レーン等整備 

施策体系 
・ 拠点（交通結節点）へのアクセス性向上 

・ 拠点内周遊環境向上 

想定される 

効果 

・ 中心市街地での回遊性の向上 

・ 自転車による交通事故の減少 

■市町名 高松市 

■事業年度（計画） 長期 

■事業主体 高松市 

■具体的内容 

・ 都心地域及びその周辺部（概ね 5.0 ㎞圏域）において、「高松地区における自転車を利用した都市づくり

計画（H20.11)」に基づき、平成 27 年までを計画期間として、自転車道整備や自転車走行空間の明示な

ど、自転車を利用しやすい環境整備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

出典：出典：高松市総合都市交通計画（H22.11） 
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27.道路空間の再編 
施策体系 

・ 拠点（交通結節点）へのアクセス性向上 

・ 拠点内周遊環境向上 

想定される 

効果 

・ 公共交通の利便性・速達性の向上による利

用者の増加 

■市町名 広域・地域拠点のある市町 

■事業年度（計画） 長期 

■事業主体 道路管理者（国・県） 

■具体的内容 

・ 集約拠点間を円滑に移動することができる公共交通体系の構築が不可欠であることから、バス交通を始め

とする公共交通機関が優先して走行できる道路空間の再編を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：出典：高松市総合都市交通計画（H22.11） 
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28.都心環状道路整備 

（広域拠点通過交通抑制） 

施策体系 ・ 拠点内周遊環境向上 

想定される 

効果 

・ 広域拠点内への通過交通の抑制 

・ 広域拠点内道路の横断面構成の再編によ

る魅力向上 

■市町名 高松市 

■事業年度（計画） 中長期 

■事業主体 道路管理者（国・県） 

■具体的内容 

・ 広域拠点内を迂回する環状道路を整備する。 
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9.3 広域拠点内交通計画 

広域拠点内の公共交通、徒歩、自転車の利便性を向上させ、広域拠点へのアクセス性の向上、

周遊環境の向上に資する施策、および広域拠点内の流入規制やモビリティマネジメント等の

自動車の利用抑制に資する施策を含む。 
なお。本計画に含まれる各種施策については、前述のとおりであるため、カルテベースでの

説明は省略する。 
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10 計画の評価・改善の仕組みづくり 

10.1 PDCA サイクルの構築 

施策の実施にあたっては、行政、住民、交通事業者等が連携のもとで実施するとともに、施

策の進捗管理、評価、必要に応じた見直しを行い、着実に施策を実施し持続可能な交通システ

ムとすることが必要である。 
そのため、「計画策定（Plan）」、「施策の実施（Do）」、「評価（Check）」、「改善・

見直し（Act）」という一連の流れを実行するための仕組み作りを行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10.1 PDCA サイクルのイメージ 
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10.2 PDCA サイクルの取組み体制 

PDCA サイクルは、行政（計画立案担当部局）だけで実行するのではなく、施策に関わる

行政部局、住民、交通事業者等の関係各主体が連携して取り組むことが必要である。 
そのためには、行政、交通事業者等から組織する法定協議会や評価改善のための委員会（現

在の総合都市交通体系調査委員会の発展・継続型）の中で、PDCA の実行と進捗管理を行う。 
また、法定協議会や委員会は、回数や時間が限られ、また地域の細部の状況把握が困難で

あるため、地域に根ざした意見交換会や懇談会を開催し、より詳細な状況把握に努めるとと

もに、施策実施に対する合意形成を図る必要があると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 10.2 PDCA サイクルの取組み体制と役割 
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10.3 PDCA サイクルの計画 

一般的に、PDCA サイクルは繰り返すことで、継続的に改善するものであることから、計

画開始から目標年次までの間における都市交通マスタープランとしての P→D→C→A のサ

イクルとともに、D（実行）段階においても、施策の実施結果や進捗状況を把握し評価する小

さな PDCA サイクルを実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10.3 PDCA のサイクル 
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10.4 モニタリング計画 

10.4.1 PDCA における評価（Check） 

PDCA における「評価（Check）」においては、評価指標を設定し、都市交通マスタープ

ランの施策実施の効果を明確に把握し、評価できるようにする。 

1) 評価指標設定の考え方 

(1) 基本目標との関係性 

都市交通マスタープランで掲げた５つの計画課題と、それぞれの目標が達成されることに

よる都市圏の改善との関係がわかるよう、計画課題に対応した評価指標を設定する。 

(2) 住民へのわかりやすさ 

PDCA サイクルは、行政、住民等、交通事業者の関係各主体が連携して取り組むことが必

要であるため、評価指標はそれぞれが理解し、共有できるものであることが必要である。 
そのためには、評価指標は、できるだけ定量化し、わかりやすい、イメージしやすいもの

とする。 

(3) データ入手の容易性と継続性 

データ収集の容易性や継続性を確保し、常に一定の評価ができるよう、定期的に調査が実

施されている国勢調査や既存の統計資料、ならびにパーソントリップ調査、道路交通センサ

ス（自動車起終点調査）等を活用した評価指標とする。その他では、県・各市町で実施して

いる市民意識・意向調査等も活用する。 
また、指標によっては、既存の調査、統計で把握できない場合は、独自に調査を実施する

必要があるが、その際にも、多大な時間、費用をかけずに調査、把握が可能な評価指標とす

る。 
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2) 評価指標の事例 

ここでは、既存資料から、評価指標の設定事例を示す。 

(1) 都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26 年 8 月 国土交通省都市局都市計画課） 

国土交通省において、平成 25年度より都市構造を評価する手法について、「都市構造の評

価手法に関する研究会」を設置し、検討を行っており、同研究会における検討成果をもとに、

各都市におけるコンパクトなまちづくりに向けた取組を支援する参考図書として、都市構造

の評価手法をとりまとめたもの。 

少子高齢化の進展における都市政策上の課題や立地適正化計画制度などの施策の方向性を

踏まえ、主として都市の持続性をいかに維持していくかという観点から、評価分野を設定し、

各評価分野の目指すべき方向性及びその実現に向けた施策展開の方向性等を踏まえ、評価分

野ごとにどのような視点で評価するのか、その評価軸を勘案の上、評価指標例やその算定手

法等を示している。 
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表 10.1 「都市構造の評価に関するハンドブック」における評価指標の例 
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(2) 都市・地域総合交通戦略のすすめ（平成 26 年 8 月 国土交通省都市局） 

新たに総合交通戦略に取り組まれようとしている地方公共団体の支援、また、現在取り組

み中の都市が、今後も継続的、発展的に総合交通戦略を展開してゆくための参考となるよう、

これまで取り組まれてきている各都市の戦略の状況を踏まえ、実務的な手引書として整理し

たもの。 

評価指標は、戦略目標の達成状況、施策実施の効果を的確に表すものであり、地方公共団

体等が自ら設定、定義を行うこととし、評価指標の選定に際して、市民へのわかりやすさ、

目標に対する現状と施策実施後の説明力、データ入手の容易性と継続性等に留意すべきとし

ている。 
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表 10.2 「都市・地域総合交通戦略のすすめ」における評価指標例 

※策定済みの総合交通基本戦略より集計 
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10.4.2 高松広域都市圏都市交通マスタープランにおけるモニタリング指標の設定 

評価指標設定の考え方や、事例、データ入手に関する容易性を踏まえ、高松広域都市圏都

市交通マスタープランにおけるモニタリング指標を以下に示す。 
 

表 10.3 モニタリング指標 

評価の視点 評価結果の考察 モニタリング指標と用いるデータ 

都市・ 

地域経営 

人口減少による税収減、超高

齢化社会による社会保障費の

増加のため、歳出・歳入比は

上昇するものの、集約化を図

ることにより、効率的な都市経

営に寄与。 

■歳出・歳入額（比） 

香川県予算課がとりまとめる一般会計に関す

る歳出・歳入をモニタリング指標として設定し、

経過観察を行う。 
■目的別（土木費等）歳出/人口 

土木費や民生費など、目的別の歳出額を人

口で除した一人あたりの目的別歳出を指標とし

て設定し、維持管理等に関する費用および人

口減少下における一人あたりの歳出額につい

て経過観察を行う。 

地域活性化 

拠点へのアクセス性を高める

ことにより、拠点へのトリップ数

の増加が図られ、それにより

都市の活性化が図られるもの

と想定される。 

■年間商品販売額 

商業統計として整理することとなっている「年

間商品販売額」をもとに、拠点内商業施設に関

する販売額を算出したものをモニタリング指標と

して設定し、経過観察を行う。 
■公共交通利用者数 

公共交通事業者の協力を前提に、各事業者

の年間利用者数を提供していただき、県合計を

行ったものをモニタリング指標として設定し、経

過観察を行う。 

田園 

都市生活 

集約型都市構造へ移行する

ことにより、都市圏内トリップの

平均距離は短縮が図られ、よ

り無理なく移動できる都市構

造となりうることが確認できた。 

交通網 

利便性 

公共交通促進や集約化を図

る施策により、公共交通利用

の増加が図られる。 

■アクセシビリティ 

鉄道およびバス時刻表をもとに、拠点駅・拠

点施設からの時間圏を算出・図化するとともに、

30 分圏人口カバー率等を算出し、その状況に

関する経過観察を行う。 

交通安全 

交通環境 

各種交通対策により自動車分

担率が低下し、交通事故・環

境排出ガスの削減が図られる

ことが確認できた。 

■交通事故発生件数 

香川県警察本部が主管として統計的にデー

タ整備を行っている交通事故件数をもとに、交

通事故発生件数をモニタリング指標として設定

し、経過観察を行う。 
■CO2 発生量 

香川県地球温暖化対策推進計画と連携し、

運輸部門に関する CO2 発生量をもとに、環境

への影響に関する経過観察を行う。 
 
 


